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学会員の活動発信 Activity Introductions
# 時間 発表演題と発表者

OP 12:00　
-12:10 開会式

A-01 12:10　
−12:19

ライティングアンドリサーチコンサルタントの活動紹介
Introduction to Writing & Research Consultant's Activities
【発表者】石塚 辰郎(Tatsuro Ishizuka・学会員)
【団体名】湘南藤沢メディアセンターWRC
【共同活動者】堀内 隆仁(政メD)、綾瀬 泉(政メD)、パナヨティドゥ・クリスーラ(政メD)、タビ・サルマ(政メD)

A-02 12:19　
−12:28

雑誌づくりは続く
"REVIEW" goes on.
【発表者】松本 こころ(Kokoro Matsumoto・総合政策学部2年)
【団体名】KEIO SFC REVIEW 編集部
【共同活動者】浅野 悠人(環境4年)、工藤 美桜(総合3年)、藤田 叶子(総合2年)、吉松 野乃子(総合1年)

A-03 12:28　
−12:37

病児学習支援の地域連携と全国ネットワークをつくる
Creating a Nationwide Network of Education Support for Students with Health Issues
【発表者】志村 梨々香(Ririka Shimura・環境情報学部3年)
【団体名】秋山美紀研究会チルドレンケアラー班
【共同活動者】廣瀬 みお(総合4年)、井上 雅代(総合4年)、浦田 優唯(看護4年)、原 圭輝(総合3年)

A-04 12:37　
−12:46

「發明」論の構想と実践ー SFCで生きるには
The Concept of the "Theory of Invention" of the Anthropocene: How to Live at SFC
【発表者】滝本 力斗(Rikito Takimoto・環境情報学部2年)

A-05 12:46　
−12:55

保田研究会の学研企業価値向上プロジェクト発表
Presentation of the Hoda kenkyukai's Gakken Corporate Value Enhancement Project.
【発表者】工藤 靖輝(Yasuki Kudo・環境情報学部2年)
【団体名】保田研究会
【共同活動者】岸 桃花(総合2年)、河口 昌史(総合3年)、吉持 眞洸(環境2年)、保坂 愛海(総合4年)

休憩
12:55　
-13:00 インターバル

A-06 13:00　
−13:09

成長するカフェEndores
Growing Cafe Endores
【発表者】中尾 樹(Itsuki Nakao・環境情報学部2年)
【団体名】成長するカフェEndores
【共同活動者】小泉 大(総合2年)、田邊 佑衣(環境2年)、滑川 寛(環境2年)、杉山 丈太郎(環境2年)

A-07 13:09　
−13:18

日本人改宗ムスリムの映像オートエスノグラフィー
Video Autoethnography of a Japanese Muslim Converts
【発表者】長谷川 護(Mamoru Hasegawa・総合政策学部4年)
【団体名】野中葉研究会

A-08 13:18　
−13:27

『動いている庭』を理解するためのフィールドワーク
Fieldwork Report on Understanding ‘The Garden in Movement’
【発表者】大国 絢美(Ayami Okuni・政策・メディア研究科 修士課程)
【団体名】石川初研究会のM1
【共同活動者】茂木 真琴(政メM)、羽賀 優希(政メM)、中村 文音(政メM)

A-09 13:27　
−13:36

大学生に向けた骨髄バンクドナー啓発活動〜ドナー公欠制度導入を目指して〜
Bone Marrow Donor Awareness Campaign for Students ~For a Donor Absence Leave System~
【発表者】山本 千聖(Chisato Yamamoto・総合政策学部3年)
【団体名】骨髄バンク啓発学生団体「つなぐ」
【共同活動者】風呂 真奈美(環境4年)、山館 怜奈(環境4年)、佐々木 つづる(総合3年)

A-10 13:36　
−13:45

八百藤の活動発表
Yaofuji an agricultural circle
【発表者】橋本 淳太郎(Juntaro Hashimoto・環境情報学部2年)
【団体名】八百藤
【共同活動者】海野 空次郎(環境1年)、池田 崚登(総合1年)、瀧本 悠登(総合1年)、吉松 野乃子(総合1年)
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一般研究発表 Presentations for All
# 時間 発表演題と発表者

B-01 14:00　
−14:09

離島を生きる人々の在宅看取り
End-of-life care at home for people living on remote islands
【発表者】廣瀬 みお(Mio Hirose・総合政策学部4年)
【指導教員】秋山 美紀(環境情報学部)

B-02 14:09　
−14:18

深層学習を用いた自動運転シャトルバスの  局所的な走行判断に関する研究
Study on method of judgment for Automated shuttlebus by deep learning model
【発表者】皆川 大地(Daichi Minagawa・政策・メディア研究科 修士課程)
【指導教員】大前 学(環境情報学部)

B-03 14:18　
−14:27

廃棄物から見る海洋観  〜インドネシア南スラウェシ州ラエラエ島を事例に〜
Marine Perspectives Through the Lens of Waste: A Case Study of Laelae Island.
【発表者】浦野 里彩(Risa Urano・政策・メディア研究科 修士課程)
【指導教員】小熊 英二(総合政策学部)

B-04 14:27　
−14:36

ショットガンメタゲノムによるヒト口腔内環境の統合的理解に向けた技術評価
Development of Technologies for the Human Oral Microbiome by Shotgun Metagenomics
【発表者】西村 光平(Kohei Nishimura・政策・メディア研究科 博士課程)
【指導教員】Josephine Galipon (政策・メディア研究科)

B-05 14:36　
−14:45

Swarm Habitat -切頂八面体モジュールのタンブリングによる自己組織的月面基地の提案 -
Swarm Habitat: Lunar Base Concept Using Self-Organizing Tumbling Modules
【発表者】水口 峰志(Takashi Mizuguchi・政策・メディア研究科 修士課程)
【指導教員】小林 博人(政策・メディア研究科)

B-06 14:45　
−14:54

自律分散協調型水インフラの整備と普及
Development and Diffusion of Autonomous Decentralized Cooperative WaterInfrastructure
【発表者】髙部 達也(Tatsuya Takabe・環境情報学部4年)
【指導教員】松川 昌平(環境情報学部)

休憩
14:54　
-15:00 インターバル

B-07 15:00　
−15:09

自動運転における人工物を対象とした自己位置推定に関する研究
Study on self-localization with artificial structures for automated vehicles
【発表者】西村 駿(Shun Nishimura・政策・メディア研究科 修士課程)
【指導教員】大前 学(環境情報学部)

B-08 15:09　
−15:18

被爆体験を語る非被爆者、その実態と課題 ~被爆者不在の継承を見据えて ~
Non-Hibakusha who tell A-bomb experiences, their realities and challenges.
【発表者】森吉 蓉子(Yoko Moriyoshi・政策・メディア研究科 修士課程)
【指導教員】宮代 康丈(総合政策学部)

B-09 15:18　
−15:27

ネット上の誹謗中傷対策に関する生成 AIの応用可能性
Potential Applications of Generative AI for Combating Defamation on the Internet
【発表者】笹埜 健斗(Kento Sasano・学会員)

B-10 15:27　
−15:36

左右肢の運動順序やタイミングによって両腕運動学習はどう変調するか？
How does the bimanual motor learning change by the order and the timing of movements?
【発表者】財津 吉輝(Yoshiki Zaitsu・環境情報学部4年)
【指導教員】牛山 潤一(環境情報学部)

B-11 15:36　
−15:45

安全保障を巡る規制文化（ regulatory culture）の形成過程  
The Security Regulatory Culture Formation Process
【発表者】居石 杏奈(Anna Oriishi・政策・メディア研究科 博士課程)
【指導教員】神保 謙(総合政策学部)

CS 15:45　
-15:55 閉会式
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島根県

東京都神津島村

神津島村役場

神津島村役場

神津島村社会福祉協議会

保健医療課　保健センター　

保健医療課　保健センター　

特別養護老人ホーム やすらぎの里

男性

⼥性

⼥性

保健医療課職員

保健医療課職員

事務員

ー ⼥性

ー 在宅看取りを経験されたご家族F ー ⼥性

ー 在宅看取りを経験されたご家族F

ー 在宅看取りを経験されたご家族E ー ⼥性

ー 在宅看取りを経験されたご家族F ー 男性

ー 在宅看取りを経験されたご家族C ー ⼥性

ー 在宅看取りを経験されたご家族D ー 男性

ー ⼥性

ー

ー

知夫村国⺠健康保険知夫村診療所 知夫村診療所 看護師 ⼥性

知夫村社会福祉協議会 知夫村高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ招福苑 事務局⻑ ⼥性

男性与論民俗村 運営者世論民俗村

男性神主（２名）地主神社・琴平神社

女性介護支援専門員介護老人保健施設 風花苑

女性ー

鹿児島県
大島郡与論町

島根県隠岐郡知夫村役場 島根県隠岐郡知夫村役場 福祉課⻑ 男性

在宅看取りを経験されたご家族B

ー

与論町セレモニーホールてぃんとう 男性社長

在宅看取りを経験されたご家族A

ー

ー ー 元保健師 ⼥性

島根県
隠岐郡知夫村

施設母体 施設名 職種 性別

鹿児島県大島郡与論町役場 女性

与論町社会福祉協議会 与論町社会福祉協議会 保健師 女性

ー

与論町社会福祉協議会

医療法人

地域包括支援センター 保健師

自治体

女性介護支援専門員特別養護老人ホーム ヨロン園

離島を生きる人々の在宅看取り 
〜与論島・隠岐諸島・神津島における「看取り文化」の質的研究〜 

廣瀬みお1* 秋山美紀2** 

 
1慶應義塾大学 総合政策学部 
2慶應義塾大学 環境情報学部 

*s20705mh @sfc.keio.ac.jp, **miki@sfc.keio.ac.jp 
 

要旨 
【目的】多死社会を迎える日本において、誰もが「望む場所」で穏やかに最期を迎えることのできる地域

の体制、及び看取りのあり方について検討するために、特に看取り率の高い離島において在宅看取りを実

現する要因、家族支援の実態を明らかにすることを目的とした。   
【方法】島根県 隠岐郡知夫村・東京都 神津島村・鹿児島県 与論町の３つの離島においてフィールドワー

クとインタビュー調査を実施し、内容分析を行った。  
【結果】３つの離島で共通していた在宅看取り実現の要因は【臨終の場に関する本人・家族の願い】が根底

にあり、家族、親戚、島民の繋がりによる支援によって島民同士が密に身体的・精神的に支え合う「看取り

文化」が根付いていることであった。この「看取り文化」は、医療・福祉従事者及び島民が一体となって看

取りを支える関係を構築する、島独自の＜地域コミュニティ資源＞の上に成り立つことがわかった。また、

与論町では【島独自の死生観】、神津島村では【祖先崇拝の念】によって臨終の場を自宅と選択していたの

に対して、知夫村ではそのような死生観・慣習は見られなかった。 
キーワード: 看取り、死生観、与論島、隠岐郡知夫村、神津島 
 
1 背景 
高齢化社会が進む我が国では、2025年には後期高齢

者人口が約3000万人を超え1)、2030年から40年にか

けて 「多死時代」が到来する。我が国では、国⺠の

約70%が在宅で最期を迎えたいと希望しているにも

関わらず、実際には病院での看取りが80%を超えて

いる2)。住み慣れた場で「自分らしく最期を迎える」

ことを望んでいても、実際に希望の場所で看取られ

る人は多くない。死亡者数が今後さらに増加するこ

とに伴い、病院での看取りから在宅での看取りへの

転換が必要とされており3)、医療・介護・生活支援

を地域で一体的に提供する地域包括ケアシステム

の構築も各地で行われている。 

 

２ 目的 
本研究は、国内で高い在宅看取り率を実現している

３つの離島において、高い在宅看取りを実現する要

因と家族支援の実態を明らかにすることを目的と

した 3)。在宅看取りの先進地である離島において、

終末期に対する考え方や行動、終末期医療に関わる

多職種連携について考察を深めることで、我が国に

おける在宅での看取りのあり方および本土や他の

僻地医療における適用可能性の示唆を得ることを

目的とした。 

 

３ 方法 

3.1 研究対象地域の概要 

厚生労働省の発表資料から在宅看取り率が１位か

ら３位の次の市町村をフィールドにした。島根県隠

岐郡知夫村（55.6%）、東京都神津村（48,7％)、鹿児

島県与論島（40%)である。 
 

3.2 データの収集 

在宅看取りに携わっている医療・介護従事者及び、

役場職員、在宅看取りを経験されたご家族に半構造

化インタビューを行なった。３つの対象地域におい

て計 23名(女性 14 人、男性 9人)の研究協力者に対

して調査を行い(表 2)、許可を得て録音した後、逐

語録を作成した。所要時間は約 40～60 分であった。 
表 2 研究協力者の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 分析方法 

逐語録を精読して要約を作成し、土屋（2016）を参

考にテーマティック・アナリシス法による分析を行

った。研究目的である「高い在宅看取り率を実現す

る要因」と「家族支援の実態」にまつわる語りをコ

ード化し、そこからサブカテゴリを生成した。さら

に、類似するサブカテゴリーをまとめ、テーマを生

成した。 

 

3.4 調査期間 

令和 4 年 3月から令和 5 年 10月までであった。 

 演題番号: B-01



3.5 倫理的配慮 

慶應義塾大学 SFC 研究倫理委員会で承認を得た上

で調査を実施した（承認番号 467）。 

 

４ 結果 

インタビュー分析の結果、13 のテーマと 40 のサブ

カテゴリーに語りが分類された。抽出されたテーマ

の中で、3つの離島に共通した高い在宅看取り率の

要因として挙げられるのは【臨終の場に関する本

人・家族の願い】、[医療]【診療所への信頼・安心】

【訪問看護の精神的な支え】【終の場における医療

者との コミュニケーション】【家族の決断に寄り添

う医療者】【医療者との関わり・往診 でのコミュニ

ケーション】、 [介護]【親族の支え】【近くに住む

人の支え】【介護期間の短さ】であった。また、各離

島における高い在宅看取り率を実現する特有の要

因として挙げられたテーマは、知夫村で【介護の負

担の少なさ】【本人の精神力の強さ】、神津島で【家

族崇拝の念】、与論島で【島に根付く死生観】が挙げ

られた。以下、テーマの内容の一部を記述する。 

 

4-1. 3 つの離島で共通したテーマの内容 

１）臨終の場に関する本人・家族の願い 

長年過ごした島で看取られるということは、＜家族

や大切な人と過ごせること＞＜最期まで安心して

過ごせる＞等の理由で、本人の意思によって自宅を

選択されている方が多い。 

 

２）家族、親戚、島民、医療従事者とのつながり 

離島における自宅での看取りにおいて、親戚を含め

た家族が看る力が必要であり、【親族の支え】の上

で終末期ケアに携わっているケースが多い。さらに、

島で働く医療者は島民と強い信頼関係で結ばれて

おり、＜顔を見るだけで安心した＞と話す家族も多

く精神的にもケアする家族の支えになっていた。 

 

4-2.各離島で挙げられた特有のテーマの内容 

１）鹿児島県与論町【島に根付く「死生観」】 

与論島の住民は、本人やご家族の意思により、最期

を迎える場所について「自宅」を選択しており、地

域が連携してその希望を叶えている。その根底にあ

るのは祖先崇拝の念であり、自宅には仏壇ではなく

神棚が祀ってあり、祖先に見守られて生活している。

在宅で看取られることこそ、＜祖先のいる死後の世

界に通じる一番身近な場所＞として以前から考え

られていきた 5)。 

 

２）東京都神津島村【祖先崇拝の念】 

神津島村でも祖先崇拝の念が強く、島内には「念仏

ばあちゃん」と呼ばれる方が、亡くなった方に念仏

を唱え魂を救う慣習がある。特別養護老人ホームで

看取りは行わず、家族・親戚が島内に戻り看取りを

支える考え方が自然と受け継がれていた。 

５ 考察 

3 つの離島における「看取り文化」を実現する要因

として共通したのは＜家族、親戚、島民の繋がりに

よる家族支援＞であり、島民同士の密な関係から身

体的・精神的に支え合っていた。また、島にある医

療・介護の関係職種が強く連携して、医療・福祉資

源を十分に活用しながら島民の意思を叶えている

ことが明らかになった。日本には 7000 に迫る島が

あり、そのうち有人島数は 416島である 6)。小離島

には医療機関が診療所のみで、入院施設がないとい

う自治体も少なくない。しかし、高い医療資源を提

供できないという共通条件がありながら、今回調査

した 3 つのフィールドは高い在宅看取りを実現し、

小離島同士を比べてみても医療資源と在宅死の関

連は一律ではない。数十年の間で一人も自宅での看

取りが実現していない、あるいは《自宅での看取り

の希望が表出されない》島がある一方、本人と家族

の希望で在宅死が実現する島も存在している。その

ことは、在宅看取りを実現する要因が医療資源の充

足状況だけではない可能性を示唆していると言え

るだろう 7)。医療資源が診療所のみという制限の中

で、高い自宅死率を実現するため、医療従事者をは

じめ、地域コミュニティの資源に着し、地域が一体

的に医療・介護・生活支援をいかにして提供してい

るのか、その取り組みや仕組みを明らかにすること

を本研究の焦点である。このことは、離島のみなら

ず医療資源の乏しい過疎地域において、どこの地域

の住⺠でも希望を表出することで自宅死での選択

を視野により良い選択を可能とする糸口が見つか

る可能性があると考える。 
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要旨 
 

 近年，日本国内のバス事業者は人口減少によるドライバー不足等の課題に直面しており，この課題解決
のための取り組みとして，筆者らは大学キャンパスにて自動運転シャトルバスを構築，運用している．自動
運転シャトルバスでは，信号，右折，バス停通過，歩行者の安全確保等，様々な走行判断が必要である．本
研究では，バスが同じ経路を走行することに着目し，走行判断が必要な領域付近のデータを用いて学習させ
た深層学習の推論器を場所に応じて切り替えることで，効率的かつ正確な判断を実現する手法を提案し，そ
の有効性を明らかにする． 
 
キーワード: 自動運転シャトルバス、深層学習、画像認識 
1 背景 
 近年，バス運行事業者が抱えている問題として少

子高齢化によるドライバーの不足がある． 
これらの運行事業者の抱えている課題を解決する

ための手法の一つとして自動運転システムをバス

事業へ導入する試みが注目されている．自動運転シ

ステムを実現するためには自車の自己位置推定や

制御，周辺環境認識や走行判断等が必要である．今

回は自動運転における走行判断に着目する．ここで

走行判断とは交通信号機の灯火の認識等である． 
自動運転システムにおける走行判断は深層学習

を用いた画像認識技術が使われる場合が多い．深層

学習における画像分類モデルは，訓練データを問題

の有無に応じて分類する作業が必要であり，これに

よりアノテーションの工数を削減できるためバス

事業者にとって学習データの収集や学習作業が比

較的容易である．  
 以上の背景を踏まえ，本研究では，自動運転バス

の走行における場所特有の様々な走行判断を容易

にシステムで実現することを目的に，走行判断が必

要な領域の画像のみを学習させた深層学習モデル

を切り替える手法を提案し，評価して有効性を示す． 
 
2 自動運転バスの概要と本論文で対象とした走行 

判断が求められる場所と内容 
本研究で構築した自動運転シャトルバスは，慶應

義塾大学湘南藤沢キャンパス大学構内を運転士に

よる監視・安全確保のもと自動運転（レベル 2 相当）

で走行するシャトルバスであり二つのカメラが搭

載されている．  

 運転シャトルバスの走行経路上では場所に応じ

て様々な走行判断が求められる．例えば，交通信号

機の灯火情報の認識や沿道の下校行列の有無（帰宅

のバスを待つ中高生が行列を作っている場合は、安

全のため速度を落とし右に寄って走行する）の確認

等である．図１に運行経路において必要な判断の例

を示す．現状ではバスドライバーが運行上に必要な

走行判断を行っている． 

 
図１ 運行経路において必要な走行判断の例 

 
3 提案手法 
3.1 局所データの取得方法と学習 
 筆者らが構築・運用している自動運転シャトルバ

スには，車両の前方にカメラが設置されている。自

動運転で走行している際は、このカメラで撮影され

た映像を１秒毎に保存し、位置情報との紐づけを行

って蓄積している。 
画像の分類モデルの学習例として交通信号機の

灯火情報の識別を説明する．本研究では，「blue」，
「red」，「yellow」という三つのクラスに分類し，該

当する信号の画像データを用いてモデルの学習を

行う.さらに，本手法は局所的な画像データを収集

可能であるため，各方向における信号までの約 100
ｍの区間の画像データをそれぞれ分類しそれぞれ

の区間に特化したモデルを学習させる． 
 
3.2 自動運転時の推論 

本研究では，推論時は事前地図における自己位置

推定情報をもとに推論モデルを選択し，走行判断が

必要な領域に応じて深層学習モデルを切り替えて

判断する．図２に自動運転走行時の深層学習の切り

替えの構成の図を示す。自動運転バス走行時では走

行中に連続的に画像を取得するため，安全性を高め

るために判断結果を累積させて多数決で 終的な

34

交通信号機︓看護医療学部⽅向
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バス停︓デルタ館

交通信号機︓本館⽅向
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沿道の下校⾏列
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結果として出力する． 

 
図 1：走行判断の深層学習モデルの切り替え 

 
4 評価 
4.1 局所データの取得方法 
本手法の有効性を評価するために走行判断を行

うための画像分類モデルは EfficientNetV2 を用い

た[1]．本研究では、短い訓練時間で精度を向上さ

せるために ImageNet-21k という一般的なデータセ

ットで学習された事前学習済みモデルを用いて転

移学習した[2]． 

本研究では，特定の走行判断のみを学習させたモ

デルと全ての走行判断を対象とした画像データを

学習させたモデルの性能を評価する．評価の対象と

する走行判断の領域は，交通信号機における灯火の

判断，バス停における乗客の有無の判断，下校行列

の有無の判断である．  
この評価には，2023 年 4 月から 2023 年 7 月に

かけて収集された画像データを用いた．訓練およ

び検証データセットについては表１に記載してい

る．  
表１ 訓練データと検証データの内訳 

走行判断の対象 訓練（枚） 検証（枚）

交通信号機（本館方向） 3165 451

交通信号機（看護医療学部方向） 2282 392

下校行列の有無 7204 1070

バス停の乗客の有無(本館) 2788 178

バス停の乗客の有無(デルタ館) 7427 200

合計 22896 2291  
 
4.2 評価結果 
特定の走行判断のみを学習させたモデルと全て

の走行判断を対象とした画像データを学習させた

モデル学習したモデルの評価結果について述べ

る．それぞれの精度結果を表 2 にしめす． 
本研究における深層学習モデルの性能評価は，

検証データの各画像に対する正解率を計測した。

走行判断に関する複数のタスクにおいて，高い精

度を示している．  
すべての走行判断を全て学習させたモデルに関

しては，しかし，全ての走行判断を学習させたモ

デルに関しては，与えられた画像が対象とする領

域外の判断を行う場合がある．これは大学本館か

ら看護までの区間で撮影された交通信号機に対し

て，「queue」と出力された．これは画像内におい

て信号機よりもバスが占めており，行列有り無し

の画像と類似していたため，行列ありと判断した

と考える．  
表２ 走行判断データを学習させたモデル精度 

精度(%)

red 99.25

blue 98.90

yellow 100.0

red 98.72

blue 95.15

yellow 100.0

queue 99.72

not queue 100.0

passenger 93.50

not passenger 100.00

passenger 88.50

not passenger 100.0

red 100.0

blue 95.52

yellow 100.0

queue 100.0

not queue 100.0

passenger 100.0

not passenger 99.7

走行判断の対象

交通信号機（本館方向）

交通信号機（看護医療学部方向）

下校行列の有無

バス停の乗客の有無(本館)

バス停の乗客の有無(デルタ館)

対象の走行判断を全て学習

 
5 まとめ 
本論文では，同一経路を走行する自動運転シャト

ルバスに焦点を当て、特定の判断が必要な領域に基

づいて訓練された画像分類モデルを使用し、場所に

応じて切り替えることで、容易に走行判断を実現す

る手法を提案した．提案手法は、走行経路における

特定の領域から取得した局所データに基づいてモ

デルを訓練し、そのモデルを適宜切り替えることで、

精度の高い走行判断が可能であることを示してい

る．評価実験により、局所的なデータセットを用い

た学習が走行判断の精度向上に寄与することが確

認された．また、特定の走行領域に限定せずにモデ

ルを適用した場合、領域外の判断が行われることも

明らかになった．本手法は、自動運転シャトルバス

における走行判断の推論器の追加と拡張を容易に

するものであり、深層学習の専門知識が限られてい 

るバス事業者にとっても有効である． 
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要旨 

 
 海と密接に関わった生活を営むラエラエ島民は、埋め立てとの危機により、海洋観をより現出させ易い状

況にある。また、対象地では海への廃棄物が多く観測され、島民はそれを日常化させているが、同じく廃棄

物を海に投入する行為である埋め立てには反対する彼らの姿がある。このことから、本研究では廃棄物との

観点から見るラエラエ島民の海洋観を明らかにする。今回のフィールド調査での4つの事象から、汚れや全

てを受け入れる寛容な存在でありながらも、大切にしなければ人間を狂わせ怒る存在としての海と、島民が

捨てる廃棄物と埋め立てによる廃棄物には異なりがあり、前者は人間世界と海世界を行き来する存在として

考えられている可能性が示唆された。今後は、上記の二種の廃棄物や自然と人工にはどの点で異なりがある

のか、先行研究で明らかにされた神話的価値観との結びつきはどこにあるのか等、調査を進めていきたい。 
 
キーワード: ラエラエ島、海洋観、廃棄物、埋め立て計画 
 
1 背景と主題 
 本研究の調査地であるラエラエ島は、インドネシ

ア共和国・南スラウェシ州の都市マカッサルから船

で10分ほどの場所に位置する小さな島で、政府によ

り新たな観光地の建設を目的とした強制的な埋め

立てが計画されているとの「ターニングポイント

(Dennis 2013）」とも言えるような状況にある。この

埋め立てはラエラエ島周辺に同じく新たな観光地

として建設されたCentre Point of Indonesia（以下CPI）
の用地で行われるはずであった土地分配の不足分

として、南スラウェシ州政府と開発業者が合意した

結果である。これに対し、島民らは大規模なデモを

行ってきた。以上の状況は、彼らの海洋に対する価

値観を明らかに現出され易い状態にしていると言

える。なぜなら、島民は海と密接に関わった生活を

しているからである。埋め立て計画は、彼らの海と

の関わり方に変容や喪失の危機が訪れることであ

り、それは日常を非日常化する事態が引き起こされ

ることに他ならない。そして、それはつまり、海洋

観を意識化に置く行為と繋がると考えられる。この

ことから、本研究が目下こそ行われるべき研究であ

ると言えるだろう。 
また、この埋め立ての事実こそ、本研究が廃棄物

に目を向ける理由である。埋め立ては廃棄物や土砂

を海域に投入することであり、それは積極的に海と

関わり、海のあり方を変えることになる。対して、

それに反対する彼らの住むラエラエ島もまた、海に

対して同じく廃棄物を多く観測される地域でもあ

る。近くのAkarena ビーチやTanjung Bayang ビーチ

と比べても約36,450kg（2016年時点）も多く廃棄物

汚染が確認された(Isman 2016)。私のフィールドワ

ーク中も海に廃棄物を捨てる行為は幾度となく見

られた。埋め立てによって廃棄物が投入されるとの

行為と彼らが廃棄物を投棄する行為にはどこに差

があるのかを明らかにすることは新たな海洋観を

見出すことが出来るだろう。 
以上を受け、本研究は、インドネシア共和国南ス

ラウェシ州ラエラエ島における島民の海洋観を廃

棄物との関わりとの観点から明らかにすることを

目的とする。 
 
2 対象と方法論 
本研究の対象は、インドネシア共和国南スラウェ

シ州ウジュンパンダン区ラエラエ行政地区（通称ラ

エラエ島）とその島民である。方法論としては、フ

ィールドワーク調査を用いた。2023年8月17日〜9月
10日までの計25日間、インドネシア共和国南スラウ

ェシ州本土のマカッサルに滞在し、そこからモータ

ーボートで約10分の場所にあるラエラエ島には、期

間中、本土と往復する形を取った。 
 

3 先行研究の検討 
 人工的な出来事によって自然が変化し、それによ

ってヒトと自然との関係が顕在化したとの研究に

は、東南アジアを対象とした研究が多く存在する

（橋爪 2020; 里見 2022 ほか）が、インドネシアの

スラウェシ州を対象としたものは管見の範囲では

見当たらない。また、スラウェシ州の海洋研究の中

で、海洋観に頂点を当てた研究は比較的多く存在す

るが、その多くはバジョ（バジャウ）/サマ人といっ
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た東スラウェシ州の海洋空間に生きる人びとと海

との関わりに関するもの（長津 2012; 中野 2020; 
2021; 加藤 2023 ほか）で、南スラウェシ州を対象

とした研究には、佐久間徹（1976; 1981; 1982）があ

る。彼によれば、南スラウェシ地方社会において実

践される儀礼・口頭伝承から「天上界」「中界」「地

下(水)界」の三界からなる神話的世界観が見られる

上、水界においてヒトが「ワニ」などの水棲生物に

変身した、あるいはキョウダイである水棲生物が片

割れの人間を探しに陸に上がってきたという語り

も頻繁に聞かれた。これは、本研究のフィールドワ

ーク結果にも繋がるが、廃棄物への焦点は当てられ

ておらず、「神話的」世界観を明らかにするもので

あることから、現実の生活から廃棄物との観点から

海洋観を見る本研究とは異なりがあると言える。 
 
4 フィールドワークの結果と考察 
今回のフィールドワークにおいて、ラエラエ島民

の廃棄物から見る海洋観に関連して見出されたの

は、主に島民の行う4つの事象だった。第一に、廃棄

物や汚物を気軽に海に捨てること、第二に、海底に

いるワニが島民に憑依する現象、第三に、埋め立て

により起こった物理的な海の変化の語り、第四に、

廃棄物が成立させる子どもたちの遊びである。 
まず、彼らにとっての海は、生計を立てるために

必要な存在というだけではなく、「何でも受け入れ

てくれる存在」、「生活の糧をくれる存在」、そして

肝要なことには、「汚れを受け入れてくれる存在」

であるとの認識を持っているように見える。しかし、

それは海を大切にしていないことと同義にはなり

得ない。逆に、その「汚れを受け入れてくれる」寛

容な海は、「大切にしなければ怒る存在」として認

識されている。人間が海を大切にしなければ、海底

にいるワニが人間の中に入り込んで、その人を狂わ

せたりする。ある島民がいきなり泣き出したり、怒

り出したりする状況に対し、彼らはそのような解釈

をしている。 
また、海を中心にして研究を組み立てる中で、そ

れを「汚す」存在でもある廃棄物にも焦点を当て、

その様相を明らかにすることで、自ずとそれらを受

け入れる海の様相も明らかに出来ると考える。例え

ば、CPIの埋め立て、つまり土砂などの廃棄物を海

に投入する行為によって、雨季には彼らの家の前ま

で波が押し寄せてくるなど物理的な悪影響が出始

めている。彼らがこの事象を否定的に捉えているこ

とは、彼ら自身が海に捨てる「廃棄物」と埋め立て

で投入される「廃棄物」との異なりを示唆している。

加えて、彼ら自身が海に捨てる廃棄物は、島の子ど

もたちの生活を成立させる材料となっている。子ど

もたちは廃棄物に役割を付与し、遊びとして昇華さ

せる。このことは、先述の佐久間の議論に照らし合

わせれば、廃棄物は人間の住む中界と海との水界の

間を行き来し、共有され得る存在だと言えるのかも

しれない。 
 
5 展望 
以上のように、今回のフィールドワークでは、着

目すべきポイントとして「海」と「廃棄物」を見出

した。ラエラエ島の島民が海に対する価値観や見方、

人間との関わりをどのように理解し、解釈し、表現

するのかに焦点を当て、本研究を進めていくことが

有意義になると考えられる。今後のフィールドワー

クでは、彼らにとって海は廃棄物を投棄してもその

汚れ（けがれ）を取ってくれるとの「浄化作用」を

持つ存在であるのか、彼らの捨てる廃棄物と埋め立

てによる廃棄物や自然と人工の比較にはどの点で

異なりがあるのか、先行研究で明らかにされてきた

神話的価値観との結びつきはどこにあるのかに焦

点を当て、調査を進めていきたい。 
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要旨 
 

 口腔内細菌の状態異常は、齲蝕や歯肉炎につながるだけでなく、狭心症や脳梗塞など様々な全身疾患の原

因になることが近年示唆されている。しかし、口腔内細菌叢に対するゲノム解析の知見は限定的である。そ

こで、鶴岡地区歯科医師会と共同し、口腔内細菌叢と疾患の関係性を明らかにするための大規模サンプリン

グを想定した技術評価を行うことにした。まず、鶴岡地区歯科医師会協力医院で6人の患者から唾液を採取し、

同時に歯科検診と問診を実施した。続けて、口腔内細菌の全ての遺伝子配列を全メタゲノム解析によって決

定した。そして、患者の歯科健診結果、独自の生活習慣アンケート結果、そしてメタゲノム解析から導かれ

た細菌叢の結果を比較したところ、サンプルの年齢は20-30代の若年層が多いが、健全歯の割合が減少するの

に伴い、Neisseria flavescensという口腔内細菌が有意に増加することが分かった。これは今後の大規模サンプ

リングを行う上で有効な指標のひとつとして活用されることが期待される。 
 
キーワード: 口腔内細菌、メタゲノム、分子生物学、歯学 
 
1 背景 
 ヒトの唾液には、104-108個/mlの細菌が含まれて

おり、200以上の属がヒト口腔内微生物叢を形成し

ている(Clarisse et al. 2021; Ling et al. 2010)。口腔内微

生物叢の乱れによる代表的な疾患は歯周病であり、

日本では歯肉炎及び歯周疾患の患者数は398万3000
人に及び、60歳以上の5割が歯周病に罹患している

(厚生労働省 2017)。近年、唾液に含まれる細菌叢は

口腔内の疾患のみならず、炎症性腸疾患、膵臓癌、

肝硬変などの全身疾患にも関与していると報告さ

れている(Bajaj et al. 2015; Farrell et al. 2012; Said et al. 
2014)。ヒト口腔内環境の統合的理解のためには測

定条件が揃っており、疾患情報と結びつけられた、

微生物叢全体のゲノム情報での議論が可能な口腔

内微生物叢データを数千から数万人分集めること

が望まれる。そこで、本研究では、その参考になる

少数を対象としたモデル系を構築することにした。

6名の被験者に協力していただき、導かれた結果を

紹介していく。 
 
2 方法 
2.1 唾液に関するアンケート調査とサンプリング 
 本研究は慶應義塾大学日吉学術研究支援課倫理

委員会にて承認された(承認番号19-009)。被験者は

アンケートに歯磨き回数や食生活など生活習慣等

について記入した。その後、歯科医師による問診と

口腔内診査の結果を記録した。被験者は唾液5 ml以
上の採取の直前にミネラルウォーターを摂取した。

検診後、サンプルに化学物質の汚染を出さないパラ

フィンワックスガム(シープ歯科工業)を噛んで唾液

分泌を促し、滅菌済みの使い捨て50 ml試験管にて唾

液を採取した。唾液は滅菌済み使い捨てシリンジを

用いて保管用2 mlチューブに分注した。 
 
2.2 サンプルの保存と輸送方法 
 唾液サンプルは、採取後15分以内に予め−18˚C以
下に冷却された99%エタノールにチューブを差し

込む方法(エタノールバス法)を用いて各歯科医院で

速やかに瞬間凍結した。輸送はサンプル入り紙箱を

保冷剤と共に梱包し、−15˚C以下の宅配便にて慶應

義塾大学先端生命科学研究所(以下、研究所)へ発送
した。研究所に届いた全てのサンプルは超低温フリ

ーザー(−80˚C)で長期保存した。 
 
2.3 DNA精製とゲノム測定・解析 
 唾液からの微生物叢 DNA 抽出には QIAmp DNA 
Microbiome Kit (Qiagen, #51704)を用い、ヒト DNA を

除去した状態で抽出した。精製した DNA のサイズ

と品質をキャピラリー電気泳動装置 TapeStation 
4200 の Genomic DNA ScreenTape Assay (Agilent)を用

いて測定した。ショットガンメタゲノムの測定と解

析において、NovaSeq 6000 (illumina)シーケンサーの

ペアエンド 150bp モードを用い、そのデータは

MetaPhlAn v3.0.13 (27 Jul 2021)を利用して解析した。 
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3 結果 
3.1 唾液からのDNA抽出 
 今回のサンプルのDNAのサイズは8399～9662 bp
と長鎖であり、品質を表すスコアDNA Integrity 
Number (DIN)は5.5-6.4であった(表1)。DINは6以上で

品質が良いとされており、１つを除き品質が十分で

あったため、全サンプルをショットメタゲノム解析

に進めた。また、異物によるコンタミネーションを

評価する分光光度260/280の値も1.92～2.05とすべ

てのサンプルにおいて良好であった。 
 
表1：DNA抽出およびショットガンメタゲノム測定の品質 

 収量(ng/ml) サイズ(bp) DIN 
中央値 586.5 8,975 6.2 
平均 558.5 9,090 6.1 

標準偏差 273.5 578 0.3 
 
3.2 ショットガンメタゲノムの測定結果 
 超ハイスループットシーケンサーで十分なデー

タ量を得られかどうかを確認、検討するために、レ

アファクション解析を行った(図2)。今回得られた有

効リード数24,779,349-66,086,610ペアは口腔内細菌

叢の多様性を正しく測定するために十分なデータ

量であった。 
 

 
図 2：レアファクション解析 
有効リード数によって検出された既知の種の数を表した。各サ

ンプル(PT_001-006)を色分けした。縦の太い点線は、全てのサン
プルにおいて 90%以上の種が同定されている 2000万リードペア
以上のところを示した。 
 
3.3 微生物叢解析の結果 
 6 人の被験者から採取した唾液から得られた有効

リードの配列を既知の配列データベースに検索す

ることで、まず、微生物叢を界レベルで比較した。

その結果、サンプル中に存在する未知の配列が

10.91-56.8%、バクテリアに該当する配列が 43.1-
89.06%、ウイルスは 0.03-0.29%であった。既存のデ

ータベースに載っている情報不足が原因の疑いが

あるが、既知の真菌に該当する配列は検出されなか

った。 
 全サンプルにおいて検出された既知の細菌 250
種の 25%が全てのサンプルに共通しており、22%が

一つのサンプルにのみ検出された。 
 
4 考察 
 今回瞬間凍結に用いたエタノールバス法は薬局

などで市販される無水エタノールと金属製の容器

で代用できる。つまり、ショットガンメタゲノム測

定による微生物叢解析のための唾液採取手法は一

般的な歯科医院でも手軽に実施可能であることが

示されたと言える。 
 今回は大規模サンプリングの実現可能性を確認

するための技術評価であったため、処置歯数の割合

が高い被験者においては Neisseria flavescens が多い

という傾向はみられた。今後、統計的な有意性を高

める必要がある。また、全ゲノム配列の情報から遺

伝子の有無及び代謝経路の解析も現在取り組み中

であり、特にナイセリア属の代謝経路に期待してい

る(Iaffaldano et al. 2018)。今後、より多くの被験者を

対象に研究を展開していきたい。 
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ᕫ⤌⧊ⓗ⮬ࡶࢆ≦ᗄఱᏛᙧࡢࡑࡀ࣮ࣝࣗࢪࣔ
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᭱ప70m3ࡢ✵㛫ᐜ✚ࡀᚲせ࡛1ࣔࠊࡾ࠾࡚ࡋࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ㛗ᮇᅾࡢ2-3ே࣮ࣝࣗࢪ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ࢆ᭶⎔ቃࠊࡋタᐃࢆᦶ᧿ᐃᩘࡿࢀࡉ
ᐇ㝿ࡢࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࡢᵝᏊࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗ

ࡢ URL   ࢵ ࣉ ࣟ ࣮ ࢻ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
(https://youtu.be/Z38IUqXHBqs) 
5 ཧ⪃ᩥ⊩ 
David L. Akin,(2023) Developing an Integrated Logistics 

Infrastructure for Lunar Surface Habitats, 52nd 
International Conference on Environmental Systems 

Knnedy K, Troups L,Smitherman D.,(2007) Lunar 
Habitation Strategies, AIAA SPACE 2007 
Conference & Exposition 

Takashi Mizuguchi and Yasushi Ikeda., (2023) Swarm 
Habitat: Lava Tube Base Design with Non-
Orthogonal Modular Coordination of The Truncated 
Octahedral Modules,52nd International Conference 
on Environmental Systems 



 演題番号: B-06





自動運転における人工物を対象とした自己位置推定に関する研究 
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要旨  
自動運転技術の社会実装に向け，国内ではバスなどの公共交通機関を自動運転により長期間定常運行する

取り組みが行われており，SFCでも自動運転シャトルバスが定常運行している．本研究では，時期により形状
変化する植物が多く存在する環境下における自己位置推定精度の信頼性向上を目的に，環境変化の影響を受
けにくい人工物を活用した自己位置推定手法を提案し，複数時期における位置推定精度を検証する．本ドキ

ュメントでは，人工物を対象とした高精度地図と自己位置推定アルゴリズムの構築，およびSFC自動運転シ
ャトルバスから収集した走行データに基づく複数時期おける位置推定精度の結果について報告する． 
 
キーワード : 自動運転，高精度地図，自己位置推定，スキャンマッチング 
 
1 背景  
自動運転において，正確な自己位置の算出は安全

に車両を制御する上で重要である．特に，公道上を

走行する自動車の自動運転においては高い精度で

自己位置を算出することが要求され，文献[1]では
その要求精度を白線幅(15 cm)としている． 

自己位置の算出手法の一つとして，正確な距離が

測れるレーザー式センサーであるLiDARの点群情報
と高精度地図のスキャンマッチングによる自己位

置推定手法が多く研究されている[2][3]．この手法
は，衛星による自己位置の計測精度が低下する環境

でも，車両周囲に特徴的な物体が存在すれば自己位

置を推定できる利点がある．一方で，高精度地図と
実際の環境が異なる場合，位置推定精度が低下する

可能性があり，現状，自己位置推定精度を長期的に
保つには環境変化に合わせた高精度地図の再構築

が必要である．  

以上の背景を踏まえ，本研究では，走路沿いの植
物による環境変化が発生するSFCを対象に，一度作

成した高精度地図に基づき長期的な自己位置推定

精度の信頼性を保つ手法を提案する．具体的には，
人工物を活用した自己位置推定手法を提案し，複数

の時期で位置推定精度を評価する．  
 

2 人工物を対象とした高精度地図の作成  
2.1 高精度地図の概要  
事前にLiDARで取得した地図座標系で記録される

点群情報から，人工物と推定される形状の物体を抽
出し，高精度地図に格納する．本研究では，対象と

する人工物として縁石，ポール状物体，鉛直平面状

物体(構 物の壁面など)を用いる． 
 
2.2 縁石の抽出手法  

 縁石の抽出手法について述べる．本研究で用い

る点群情報は，32層の全方位LiDARから取得された

ものであり，点群のスキャンライン(同一の鉛直方
向角の計測点を結んだもの)の変化点を検出するこ

とで縁石を抽出する．抽出した縁石の結果を図1に

示す．走行経路沿いの縁石を抽出できていることが
確認できる． 

 
図１：縁石抽出結果 

 

2.3 ポール状物体・鉛直平面状物体の抽出手法  
ポール状物体・鉛直平面状物体の抽出手法につい

て述べる．本研究では，文献[4]のポール・平面状物

体検出手法を参考にし，空間をボクセルに分割後，
ボクセルの分類結果に基づいて属性を判定する．ボ

クセルの分類では，各ボクセル内の点群の3次元座

標位置から求めた共分散行列，およびその固有値と
固有ベクトルを算出し，点群の分布傾向，および点

群分布方向を求め，図2に示すようにボクセルを3つ
に分類する．このボクセルの分類結果と点群の条件

から，ポール状物体・鉛直平面状物体の抽出を行う．

図3に抽出結果を示す． 

 
図2：ボクセルの分類 
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図3：ポール状物体，鉛直平面状物体抽出結果 

 

2.3 スコア情報の格納  
人工物を対象とした高精度地図を自己位置推定

における類似度の算出に用いるために，事前に高精
度地図に対してスコア情報を格納する．本研究で用

いるスコアとは，図4に示すように人工物の情報が
格納された格子からのユークリッド距離情報であ
る． 

 
図4：高精度地図のスコア情報への変換結果 

 

3 スキャンマッチングによる自己位置の算出  
自己位置は，自動車の車 ，ヨーレートから推定

される位置，向きと，これらの位置，向きに含まれ

る誤差量に基づき決定する．ある時刻の車両の位
置・向きをそれぞれ𝑋 [m]，𝑌 [m]，𝜃 [rad]とし
た場合，次の時刻の位置・向きである𝑋 [m]，𝑌 [m]，
𝜃 [rad]は車 𝑉 [m/s]，ヨーレート𝛾 [rad/s]，誤差量
∆𝑋 [m]，∆𝑌 [m]，∆𝜃 [rad]を用いて以下の式から算出
する．  

𝑋
𝑌
𝜃

=
𝑋
𝑌
𝜃

+
𝑉 cos𝜃 ∙ 𝑑𝑡
𝑉 sin𝜃 ∙ 𝑑𝑡
𝛾 ∙ 𝑑𝑡

+
∆𝑋
∆𝑌
∆𝜃

(式1) 

誤差量∆𝑋，∆𝑌，∆𝜃 の算出には，スキャンマッチ
ングを用いる．スキャンマッチングは，LiDAR点群情

報から検出した縁石，照合対象人工物が格納される

照合用格子地図と，それに該当する高精度地図に格
納されるスコアを参照することで行われる．これら

のスコアを合算した数値を照合用格子地図と高精

度地図の類似度とする．類似度は，候補となる複数
の誤差量をLiDARで取得した各点群の位置座標に
対して適用させ作成した照合用格子地図を用いて，
候補となる誤差量毎に求める．この類似度を最大化

する誤差量を∆𝑋，∆𝑌，∆𝜃 として自己位置の算出で
用いる． 

 

4 自己位置推定精度評価  
本研究では，SFC自動運転シャトルバスから収集

した複数時期の走行データに基づき，自己位置推定

精度を提案手法と従来手法(NDTスキャンマッチン
グ)の比較によって評価する．評価区間はSFC本館前
バス停から看護医療学部前バス停までとする．高精

度地図の作成には2022年6月に取得した走行データ

を用い，位置推定精度の評価には2022年6月，2023年
1月，2023年7月に取得した走行データを用いた． 
位置推定誤差とリセット処理(推定位置とGNSS

座標値間の距離が2.0 m以上になった場合に自己位
置をGNSS座標値に補正する処理)回数を示した結
果を表1に示す．従来手法では，2023年1月，7月の走
行データにおいて位置推定誤差(車両横方向)の最大
値がそれぞれ0.878 m，0.778 m生じ，リセット処理
もそれぞれ2回，4回発生した．一方で提案手法は3
つの時期において位置推定誤差(車両横方向)の最大
値は0.25 mに収まっており，リセット処理は発生し
なかった． 
従来手法でリセット処理が発生するような位置

推定精度の低下理由として，樹木の葉や雑草などの

植物の形状変化が影響していると推測する．一方で

提案手法では，縁石など不変な特徴を自己位置推定
に用いているため，従来手法のような精度の低下を

抑えられていると考える． 
 

表１：位置推定誤差とリセット処理回数  

 
 
5 まとめ  
本論文では，長期的な自己位置推定精度の信頼性

向上を目的に，環境変化の影響を受けにくい人工物

を用いた自己位置推定手法を提案し，複数時期の走

行データに基づく位置推定精度評価によってその
有効性を明らかにした 

以上の結果から，本研究の提案手法は，中山間地

域など植物が多く存在するような環境下でも，長期
的な自己位置推定精度の信頼性を保つことに貢献

するものであると考える． 
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要旨 

 
戦後80年を迎えようとしている今日において、被爆記憶の継承が、喫緊の課題として存在している。唯一

の被爆国である日本の被爆者の平均年齢は85歳を超え、存命する被爆者が皆無になる未来は、確実に迫って
いる。これを危惧した広島市と長崎市は、非被爆者の語り手[以下、「語り手」]の育成事業を開始した。本研
究では、両市の語り手育成事業を対象に、語り手達の実態、および被爆者不在の継承、特に語り手育成事業

を被爆者不在の社会で継続するために必要なことを、明らかにしたい。 
 
キーワード: 被爆体験の継承, 戦争体験の継承, 被爆の記憶, 戦争の記憶, 語り手 
 
1 背景 
被爆者健康手帳所持者の平均年齢が、85歳を超え
た。存命する被爆者は減少の一途を辿り、被爆体験

をどう次世代へと継承するかが、緊急の課題である。 
被爆都市・広島市は、2012年に「被爆体験伝承者
養成事業」を開始した。これは、被爆者の証言を、

継承する意欲のある非被爆者へと語り継がせよう

とする試みである。2014年には、長崎市が「家族証
言者」の、2016年には「交流証言者」の育成を開始
した(「『語り継ぐ被爆体験(家族・交流証言)』推進事
業」)。さらに2022年からは、広島市が「家族伝承者」
の養成を開始した。 

語り手達について、事業参加までの経緯から、活

動の際に行っている工夫、継承の意義についてどう

考えているのかといった価値観まで、詳細な実態を

調査した例は少ない。さらに、語り手育成事業にお

いては被爆者の生存が必須だが、存命する被爆者が

0になることを見据えた継承方法の確立は、具体的
になされていない。 

本研究では、語り手達の実態、および被爆者不在

の継承、特に語り手育成事業を被爆者不在の社会で

継続するために必要なことを、明らかにしたい。 
 
2 方法 
2.1 インタビュー調査 
 広島市 市民局 国際平和推進部 平和推進課、広

島市平和祈念資料館 啓発課、公益財団法人 長崎平

和推進協会 継承課に調査協力していただいた。事

業の担当者計4名、被爆者1名(長崎市継承部会会員)、
語り手計27名(広島:17名、長崎:10名)へ、非構造化
インタビューを行った。形式は、対面、Zoomでのオ
ンライン、後日の追加質問はメールで行った。 
 

2.2 参与観察調査 
本研究では、参与観察の対象は広島市「被爆体験

伝承者養成事業」とした。先行研究で扱われる例が

多いが、研修の詳細は広島市のウェブサイトでも不

明瞭であること、開始から10年経過しており、制度
の方針や進め方が確立している可能性が高いこと

が主な理由である。筆者は第12期生として参加し、
被爆者・新井俊一郎氏のグループに入った。 
 
3 結果 
3.1 インタビュー調査 
 インタビュー後、対象者の発言を質問ごとに要約

し、下位コード・上位コードを作成した。例として、

質問①「なぜ、語り手になろうと思ったのか? その
きっかけ等」(表1)と、質問②「被爆者不在の継承に
おいて、何が必要になると考えるか?」(表2)に対す
る回答の下位・上位コードの一部を以下に示す。 

 
表1：質問① 

なぜ、語り手になろうと思ったのか？そのきっかけ等 

下位コード 上位コード 

事業参加前からの 
継承活動従事 事業参加前からの

活動 事業参加前からの 
記録保持 

伝えたいメッセージの保持 
個人の思い、目的 

発病 

関係者への尊敬と共感 
他者からの影響 

先輩の語り部の語る姿を見て 

自身も被爆者 親族または自身が 
被爆者 親族が被爆者 
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表2：質問② 
被爆者不在の継承において、何が必要になると考えるか? 

下位コード 上位コード 

事業での聞き取り結果の継承 

研修内容の更新 

語り手の高齢化対策 
語り手による語り手 

育成補助 
語り手間での聞き取り 
および情報共有 
被爆者に共感する 
意志と覚悟 

語り手の意識 活動へ対する真摯さ 
語り手の積極的な学習と 

その継続 
語る（継承）目的の設定 

原稿作成時の工夫 
聞き取り結果への忠実さ 
 
質問①への回答に関して、事前に予想されたこと

ではあるが、個々によって語り手になったきっかけ

は様々である。上位コード「事業参加前からの活動」

を取り上げても、ボランティアとして被爆遺構をガ

イドしていた例、就労時に労働組合で勉強会を開い

ていた例、平和学習のサポートを担っていた例、既

に親族からの聞き取りを記録していた例、市の職員

で事業の立ち上げに関わっていた例等、多様である。

このような多様性は、全ての質問において見られた。 
質問②への回答に関しては、原稿作成や継承にお

ける心構えや積極的な学習等、語り手自身や次世代

の努力を求める答えと、実質的には研修内容の更新

を求める答えに分かれた。 
 
3.2 参与観察 
計2回、広島市平和推進課から提示された研修に
参加した。1回目は新井氏との初回研修、2回目は「話
法技術の習得講座(基礎編・応用編)」であった。以
下は、参加の日時、場所、開催時間数である。 

日時 場所 開催時間数 
2023年8月24日 

13:30~17:00 
広島平和記念 
資料館 会議室2 3時間半 

2023年10月 
12日13:30~15:30 

13日 10:00~12:00 

 
同上 計4時間 

 
新井氏の初回研修では、初めに平和推進課課長か

ら、「最前線で広島の代表として」伝承者は存在す

るということが告げられた。新井氏の研修は講義形

式で、筆者を含め14名と少なくない人数が参加した。
参加者の中には、被爆者の親族、自身も被爆者、広

島県外の出身者、既に伝承者として活動している者

が出席した。新井氏は、「これが自分にとって最後

の研修」「伝承者が伝承者を養成する時代が来る」

と強く発言し、「悲劇の中学1年生」というテーマで
講義を開始した。 
「話法技術の習得講座」では、人前で話す際の心

構え、早口言葉の練習、口を動かす練習、マイクの

使い方が教授された。講師は、話し方に精通する元

アナウンサーであった。 
初回研修と話法技術の習得講座、その両方で研修

生相互の自己紹介の場が設けられた。しかし、他の

被爆者のグループの研修生や、語り手達との交流の

場は持たれなかった。12期生の研修は、今後は被爆
者ごとのグループで随時行われる。市が立ち合い、

取り仕切る研修は「話法技術の習得講座」をもって

終了した。 
 
4 今後の展望 
 筆者は、質問①への回答だけでなく全ての回答が

多様であったことと、質問②への回答の上位コード

「研修内容の更新」に着目した。語り手達は、一人

一人異なった人間である被爆者の体験を語るが、そ

の語り手達自身にも、一人一人の人生がある。被爆

者と接して何を聞き、何を思ったか、何を伝えたい

のかはもちろん、同じ趣旨の回答をしていたとして

も、その回答が出てきた理由、背景も十人十色であ

る。筆者はこのことと、表2に示した下位コードの
回答を踏まえて、語り手達に関するアーカイブを制

作することを提言したい。被爆者と接することが全

くできない次世代以降にとって、今の語り手達がど

ういう経緯で何を見聞きし、思い、感じたのか、必

ず役に立つはずである。 
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要旨 

 
 本研究は、オンライン空間での誹謗中傷を特定し、フィルタリングするための新たな技術的手法を提案す

るものである。近年、ネット上での誹謗中傷は顕著に増加しており、その問題に対応するための効果的なテ

キストフィルタリング手法の必要性が高まっている。本研究では、生成AIであるChatGPTを活用して、特に
X（旧Twitter）のウェブプラットフォーム上で攻撃的または誹謗中傷的な内容をリアルタイムで識別して、
非表示にするシステムを実装した。これにより、既存のテキストフィルタリング技術の限界を克服し、オン

ラインコミュニティの心理的安全性を向上させる可能性が示された。さらに、プロンプトエンジニアリング

が技術的解決策の実装を大幅に向上させる可能性が示された。本研究は、オンライン空間における誹謗中傷

問題に対する新たな対策を提供し、生成AIの応用範囲を拡大する意義ある一歩である。 
 
キーワード: 生成AI、ChatGPT、誹謗中傷、テキストフィルタリング、コンテンツモデレーション 
 
1 背景 
 本研究では、ソーシャルメディアの普及に伴う誹

謗中傷の問題に対処するために、ブラウザ拡張機能

を通じてリアルタイムで攻撃的なコンテンツを識

別し非表示にする、OpenAI API（GPT-4）を用いた
システムの設計と効果について検討する。 
 
2 方法 
2.1 システムアーキテクチャ 
 本システムは、以下の4ステップから構成される。 
(1) 最初のステップでは、X（Twitter）のAPIに接続

し、新規に投稿されたツイート群を初期段階で

一時的に非表示に設定する。新規ツイートは、

OpenAI APIに基づくModeration APIを介して評
価されるまではユーザーから隠された状態に

保たれる。 
(2) 次に、ツイートの個別処理を開始する。非表示

にされた各ツイートは、Moderation APIによる
評価のために個別に処理される。このAPIは、
ツイートの内容を分析し、不適切または問題の

ある言説が含まれていないかを確認する。 
(3) Moderation APIからの応答に基づき、ツイート

は2つのパスに分岐する。問題のある発言が検
出された場合、そのツイートは非表示の状態を

継続します。問題がないと判断された場合は、

ツイートを公開状態に戻し、ユーザーが閲覧で

きるようにする。 
(4) 最後のステップでは、システムは新規ツイート

の発生を監視し、新たなツイートが検出された

場合には、再び初期フィルタリングフェーズに

戻り、プロセスが繰り返される。 
 

図1：本システムのフローチャート 
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2.2 プロンプトエンジニアリング 
 評価するモデルは、以下の通りである。 
 

表1：モデル比較 

モデル 特徴 

初期モデル 特別なプロンプトなし 

改良モデル 特別なプロンプトあり 
 
まず、初期モデルでは、データセットのテキス

トを直接評価し、各々が”Toxic”または”Not Toxic”
であるかどうかを判断させた。 
次に、改良モデルでは、次の構造を持つ特別な

プロンプトを採用した。 
(1) タスクを明確に説明する。 
(2) 文脈における”Toxic”の意味を定義する。 
(3) 評価する文章を提示する。 
(4) 提示した説明と定義に基づいて判断するよう、

モデルに求める。 
 

 
図2：改良モデルで採用したプロンプト 
 
2.3 データセットによる評価 
 モデルを評価するため、Surge AIが公式サイト
で提供するデータセットを利用した。このデータ

セットは、オンライン上のコメントやソーシャル

メディア上の投稿から作成されており、"Toxic"ラ
ベルが付与された 500個のデータと"Not Toxic"ラ
ベルが付与された 500個のデータで構成される。 
 
3. 結果 
モデルを評価した結果は、以下の通りである。 

 
表2："Toxic"ラベルに対する評価指標 

評価指標 初期モデル 改良モデル 

正解率 0.64 0.68 

適合率 1.00 0.96 

再現率 0.31 0.42 

F1スコア 0.47 0.58 
 
4. 議論 
改良モデルでは、初期モデルと比べて正解率が4

ポイント改善した。再現率は依然低いものの、以前

の31%から42%へと11ポイントも改善した。適合率
と再現率をバランスさせるF1スコアは、"Toxic"ラベ
ルに対して47%から58%へと11ポイントも改善した。 

 
図3：全評価指標に基づくモデル比較 
 
これらの改善点は、プロンプトエンジニアリング

が実際にモデルの有害テキストとそうでないテキ

ストを区別する能力を向上させることができるこ

とを示唆している。しかし、まだかなりの数の有害

テキストが見逃されている（再現率が低い）ため、

さらなるプロンプトエンジニアリングやファイン

チューニング等によって、洗練させる余地がある。

加えて、本システムは、技術的な課題のみならず、

ユーザーのプライバシーとデータセキュリティに

関連する重要な法・倫理的な課題を改めて提起する。 
 

表3：本システムの課題 

項目 課題 

技術 
・プライバシーとセキュリティ 
・システムのスケーラビリティ 
・誤検出と見逃し 等 

法・倫理 
・表現の自由と検閲 
・誤検出に対する公正な対応 
・アルゴリズムフェアネス 等 

 
5 結論 
 本研究は、ネット上の誹謗中傷に対処するための

新しい技術的枠組みを提案し、生成AIの応用可能性
を探究した。様々な課題はあるものの、本研究は、

ネット上の誹謗中傷問題に対する技術的解決策の

開発に向けて、有益な知見と基盤を提供するだろう。 
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要旨 

 
 スポーツや楽器演奏などにおいては、左右肢を別々の順序やタイミングで動かすことにより、複雑で精密

な両腕運動を可能にしている。本研究では、右腕に物理的摂動を受ける環境で真っ直ぐに腕到達運動をでき

るように学習させる課題を、両腕を動かす順序やタイミングを様々に変化させて実施した。学習後、摂動を

取り除いた状態での片腕運動、続いて両腕運動を行い、到達運動が摂動に対抗する向きへどの程度逸脱した

かで学習量を評価した。非摂動肢の運動の直後に摂動肢が運動する条件では、両腕運動の学習量が片腕運動

よりも大きかったのに対して、摂動肢の運動の直後に非摂動肢が運動する条件、および左右肢の運動間に1
秒の時間差を設けた条件では、片腕運動の学習量が両腕運動よりも大きかった。左右肢の順序やタイミング

が変化することによって、運動学習が変調を受けることを示唆する結果を得られた。 
 
キーワード: 両腕運動、片腕運動、運動学習、力場環境 
 
1 背景 

 スポーツや楽器演奏の場面では、両腕を動かす順

序やタイミングが変化することで、複雑な運動を

生み出している。先行研究では、片腕運動と両腕

運動の学習記憶は別々に保存されていて、片腕運

動で得られた学習記憶が、同じ動きの両腕運動に

は部分的にしか転移しない(Nozaki et al., 2006)こと

が知られている。この先行研究では両腕が同時に

動く課題が用いられていたが、本研究では左右肢

の動く順序やタイミングが異なる運動を用いるこ

とで、同時ではない両腕運動の学習がどのように

進むのかを検証し、両腕運動学習の解釈を拡張す

ることを目的とする。 

 
2 方法 
2.1 対象 
 実験は49名(女性22名、18-28歳)を対象に実施し

た。全ての被験者は利き手が右手であり、過去に神

経疾患や精神疾患の経歴がない。なお、本研究の実

験は、済生会東神奈川リハビリテーション病院倫理

委員会からの承認（20-12）ならびに慶應義塾大学湘

南藤沢キャンパス（SFC）におけるSFC研究倫理委

員会からの研究実施許可通知を得ている。 
 
2.2 実験方法 
 実験にはロボットマニピュランダムKINARMと

いう装置を用いた。被験者は自身の腕を乗せたアー

ムを操作することで、自身の指先の位置を表すカー

ソルを操作した。両腕のカーソルをスタート地点に

置き、15cm先にあるターゲットへ向かって素早くま

っすぐ到達させる課題を行なった。カーソルをスタ

ート地点に置いてから1秒後にターゲットのキュー

が表示され、すぐに運動を開始させた。このとき、

到達運動中の速度を一定に保つために、右腕の速度

が0.6m/sより遅い場合はターゲットへの到着後

に”slow”と画面上に表示され、0.8m/sよりも速い場

合はターゲットへの到着後に”fast”と表示された。 
 

2.3 実験プロトコル 
実験は事前期、学習期、事後期の順におこなわ

れた。(図 1)事前期では両腕で腕到達運動を行っ

た。学習期からは、右腕のみに到達運動を阻害す

る横方向への物理的な摂動を加えた。被験者は摂

動が加わる新しい環境下で、運動が直線となるよ

う学習した。事後期では右腕の片腕運動、続いて

両腕運動を行った。このとき、それまで加えてい

た摂動を取り除くことで、学習した摂動への対抗

力が腕到達運動に表出し、学習量を評価した。 

また、学習期の途中時点での学習量を評価する

ために、片腕運動と両腕運動による Catch Trial を
実施した。Catch Trial中は機械的摂動が取り除か

れ、被験者の腕の位置を示すカーソルが見えない

状態になった。到達運動が摂動方向に対抗する方

向へどれだけ逸脱するかによって、その時点での

学習量を定量評価した。 

 演題番号: B-10



 
図 1：実験プロトコル 
事前期、学習期、事後期（両腕）では実験条件ごとに決められ

た順序とタイミングでの両腕運動を行った。事後期（片腕）で

はどの条件でも右腕のみの片腕運動を行った。学習期の最中

に、片腕運動と両腕運動の Catch Trial をそれぞれ 10 試行ずつ

行った。 
 
両腕を同時に動かす両腕同時条件(n=10)、左腕を

先行して動かしたのち、0.1 秒後(n=10)または 1秒

後(n=10)に右腕が追従する非摂動肢先行条件、右腕

を先行して動かしたのち、0.1 秒後(n=10)または 1

秒後(n=9)に左腕が追従する摂動肢先行条件、の５

条件のうちひとつに被験者を割り当てた。 
 
3 結果 
3.1 片腕と両腕の後効果の比較 
 両腕同時条件においては先行研究(Nozaki et al., 
2006)と同様に、事後期に機械的摂動を取り除き、片

腕運動で学習を忘れさせた後、両腕同時の腕到達運

動をおこなわせると、再び後効果が表出した。(図2) 

 
図2：学習曲線(両腕同時条件) 

横軸はトライアル数、縦軸は右腕の到達運動中に最も横方向に

逸脱した距離を表す。 

 

一方、非摂動肢先行条件(0.1秒差)では両腕の後効

果が片腕の後効果に対して有意に強く表出したの

に対し、摂動肢先行条件(0.1秒差)では片腕の後効果

に対して両腕の後効果が有意に弱かった。さらに、

左右肢間の時間差が1秒の条件では左右肢の順序に

関わらず、両腕の後効果が片腕の後効果に比べて小

さくなった。(図3) 

 
図3：後効果の定量評価 
事後期での1回目の片腕運動と1回目の両腕運動の、摂動方向に

対抗する方向への逸脱量を比較した。(＊：p<0.05) 

3.2 Catch Trialによる比較 
 両腕学習中の、片腕運動と両腕運動によるCatch 
Trialで、両腕同時条件と非摂動肢先行条件(0.1秒後)
では両腕運動での逸脱量有意に片腕運動に比べて

大きくなった。一方、摂動肢先行条件(0.1秒後)と時

間差が1秒の条件では、片腕と両腕の逸脱量に有意

差はなかった。(図4) 

 
図4：Catch Trialの定量評価 
学習期途中の片腕運動と両腕運動によるCatch Trialでの、摂動方

向に対抗する方向への逸脱量を示したもの。（＊：p<0.05） 
 
4 考察 
両腕同時条件と非摂動肢先行条件(0.1秒差)では

摂動を取り除いた片腕運動で学習を忘れさせた後

でも、両腕運動で後効果が表出したため、両腕運動

固有の学習が行われたと考えられる。これは、右腕

が摂動に対抗すると同時、あるいは直前に左腕が動

くため、一連の動作をひとまとまりの両腕運動とし

て学習したためと考えられる。 
一方、摂動肢先行条件(0.1秒差)と時間差が1秒の

条件では、片腕運動で学習を忘れさせた後、両腕運

動の後効果は片腕運動の後効果よりも減衰したた

め、両腕を用いながらもふたつの片腕運動として捉

えた学習が行われたと考えられる。摂動肢先行条件

(0.1秒差)では先行する右腕が摂動に抵抗した時点

で学習が区切られ、後に追従する左腕とは独立した

片腕運動としての学習が行われたと考えられる。ま

た1秒差の両条件では、両腕をひとまとまりとして

捉える効果が減衰し、片腕運動固有の学習が起こっ

たためと考えられる。 
記憶の定着がイベントの区切りによって行われ

ている(Sols et al., 2017)ことが知られている。このこ

とから、右腕が摂動に対抗しながら到達運動をする

というイベントが記憶を区切り、左右肢の順序によ

って片腕運度と両腕運動それぞれに固有な学習を

しやすくなったことが示唆される結果を得られた。 
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要旨 
 

米国の安全保障上の審査においては、認可条件として安全保障合意と呼ばれる取決めを、米国政府と外国

企業との間で行う規制手法が見られてきた。この合意は安全保障上のリスク軽減を目的に企業に強固な要件

を課し、他国政府が模範するほど国際的な影響力を持つ。しかしこの安全保障上の手法がいつどのように生

まれ、慣行化されたのかは未解明である。そこで本研究は 1970 年代から 3つの規制の審査を分析し、米国政

府内での安全保障合意の普及経路を捉え、国際的な影響力を持つ安全保障分野の規制文化の形成要因を解明

する。制度の文化的規範の分析には、従来、社会学の手法を用いることが主流な中、本研究は政治学の手法

（歴史的制度論）を取入れ、安全保障合意の過程追跡を行った。結論として、安全保障合意を用いる規制文

化は制度の類似性や議会主導ではなく、専門性のある特定の行政官達の行動で、政府内で偶発的に形成され

たことを本研究は明らかにする。 

 
キーワード:制度、文化、安全保障、米国、歴史的制度論 

 
1 背景―経済安全保障と米国の規制手法 
 米中対立の深刻化により、国際秩序が揺らぐ中、

経済安全保障への関心が急速に高まっている。市場

アクターや技術が著しく変化するグローバルな国

際市場で、どのように国家が関与するか、特に多様

化する安全保障上のリスクをどのように軽減する

かという問題は、米中以外の我が国を含めた第三国

にとっても重要な政策課題である。 
対米外国投資委員会（CFIUS）は、安全保障の観点

から米国への外国投資を審査する省庁間組織であ

る。CFIUSは、安全保障上のリスク軽減のために、

投資の認可条件として安全保障合意と呼ばれる取

決めを、外国企業との間で行う【図1】。CFIUSの安

全保障合意は企業に強固な要件を課し、その事業活

動、国際関係にまで影響を及ぼしてきた。CFIUSの
安全保障合意と類似の協定は、米国の他の規制でも

用いられ、他国政府が模範する動きも見られる。し

かし、この米国政府の規制手法がいつどのように生

まれ、確立されたのか、十分に解明されていない。 
 

図1：安全保障合意の締結プロセスのイメージ 
          出典：筆者作成 

そこで本論文では、安全保障合意の締結という政

府慣行を基盤づける、規制文化（regulatory culture）
の形成過程を明らかにする。慣行の波及と維持の基

盤となる事象、米国政府機関内の行動様式を「文化」

と捉え、その起源と発展過程を探求する。これによ

り、米国で独自の安全保障上の規制手法が生み出さ

れる事象の深層を捉えることを目的とする。本研究

は制度の文化的規範を扱う新制度論の視角から、秘

匿性の高い安全保障分野を題材にする新規性、経済

安全保障の観点から規制強化を図る我が国の政策

的知見に貢献する。 
 
2 先行研究―安全保障分野の「制度」と「文化」 

1980年代に規制文化の議論は活発化し（Meidinger, 
1987）、制度と文化の関係という観点で、ジェンダ

ー、教育分野を中心に研究の蓄積がある（多賀& 天
童, 2013; ⼆⽻, 2015）。これに対して、安全保障分野

の制度内容は、機微な性質から公開情報が限定され、

把握に困難さが伴い、先行文献の蓄積が乏しい。

CFIUSの審査についても、情報公開の対象外であり、

審査記録、安全保障合意は一般に公開されていない。 
しかし、近年では、CFIUSの投資審査の実態を、

FCC（連邦通信委員会）の通信免許審査を組み合わ

せて捉えた研究が見られている（居石, 2023）。また

CFIUSの安全保障合意の起源として、CFIUSの審査

と同時並行に実施される他の審査が指摘されてい

る。FCCの通信免許の審査制度に言及する文献

(Zaring,2009) 、 国 防 総 省 の The FOCI (Foreign 
Ownership, Control or Influence) プログラムの審査に

言及する研究（渡井, 2011）がある。 

安全保障合意

企業
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AGREEMENT JAN2820aa
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This AGREEMENT is made this26 thday of January ,-:1999;
VOICESTREAM: WIRELESS CORPORATION ("VOICESTREAl"I WIRELESS") At',fD
VOICESTREAM WIRELESS HOLDING CORPORATION ("VOICESTREAJ.Y1
HOLDINGS") (VOICESTREAi)1 WIRELESS VOICESTREAM HOLDINGS ARE
COLLECTIVELY REFERRED TO AS "VOICESTREAl)1"), Al'iD THE U.S.
DEPARTMENT OF JUSTICE ("DOJ"), and THE FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION ("FBI") (COLLECTIVELYWITH ALL OTHER PARTIES
HERETO, "THE PARTIES").

RECITALS

WHEREAS, theU.S. telecommunications system is essential to U.S. national security, law
enforcement, and public safety;

WHEREAS, the U.S. Government considers it critical to maintain the viability, integrity, and
security of that system (see e.g., Presidential Decision Directive 63 on Critical Irifrastructure
Protection);

WHEREAS, protection ofClassified, Controlled Unclassified, and Sensitive Information is
critical to U.S. national security;

WHEREAS, VoiceStream operates a major wireless Domestic Telecommunications network
under licenses granted to it and its subsidiaries by the Federal Communications Commission
("FCC");

\VHEREAS, VoiceStream has filed with the FCC in DocketDA 99-1634 applications that
would result in the transfer and assignment ofnumerous licenses held by VoiceStream Wireless
Corporation and Omnipoint Corporation ("Omnipoint") or their respective related entities to
VoiceStream Holdings and related entities. VoiceStream bas also filed with the FCC, or is about
to file, applications that would result in the transfer ofnumerous licenses held by Aerial
Communications Corporation ("Aerial") and its subsidiaries to VoiceStream Holdings.
VoiceStream also has sought authority in its application to allow the existing permissible 49.9%
level of indirect foreign ownership in VoiceStrearn Wireless to apply to VoiceStream Holdings
and its operating subsidiaries that it will acquire as a result of the mergers;

\VHEREAS, VoiceStream's application in Docket DA 99-1634 requires approval from the FCC,
and such approval may be made subject to conditions relating to national security, law
enforcement. ::'ond public safety:

WHEREAS. on October 5, 1999. the FBI JIld the DOJ tiled a petition \vith the FCC to defer
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3 分析方法―新制度論、歴史的制度論 
制度分析で用いられる新制度論では、①合理的選

択制度論、②歴史的制度論、③社会学的制度論の3
つの主流な理論枠組みがある。制度の文化的規範の

分析は、従来、社会学の手法（③社会学的制度論）

を用いることが主流であった。社会学的制度論では、

文化の実践としての社会環境が制度としてアクタ

ーに内面化されると考える。しかし制度と文化を区

別しない（制度=文化）ため、異なる文化を持つ国

や組織がなぜ類似した制度を持つのか説明できな

い難点がある。そこで本研究では、制度と文化を区

別する（制度≠文化）、政治学の手法（②歴史的制度

論）を選択し、従来の方法論的課題の克服を試みる。 
CFIUSの審査に加え、同時に実施される他の審査、

FCCの通信免許審査、DODの防衛産業向けのFOCI
審査の３つの規制の審査を対象とする。対象期間は

分析対象の制度成立期である1970年から2023年と

設定した。歴史的制度論では、経路依存性を説明の

論理として、制度と組織を分け、長期間の過程追跡

（process tracing）により、制度の変化を捉える。こ

れらの審査記録および機密解除文書を用いて、

CFIUSの安全保障合意の過程追跡を行う。 
 
4 分析―DOD、FCC、CFIUSの普及経路 
安全保障合意の普及課程は３段階に整理できる。 
まず①CFIUSの安全保障合意の起源は、米ソ冷戦

時代にDODが防衛技術の流出防止のため、防衛関連

企業と締結したFOCIの合意まで遡った。 
次に②1997年の米国通信市場の開放以降、DODの

副長官補ジョン・ホワイト（John P. White）は、この

合意をFCCの通信免許の審査に流用し、外資参入に

よる米国通信網の安定性低下への懸念に対処した。 
そして③その合意について国防総省と交渉してき

た企業側弁護士スチュワート・ベイカー（Stewart A. 
Baker）が、2005年にDHS（国土安全保障省）の政治

任用となり、CFIUSの審査でも同様の安全保障合意

を導入した結果、この規制手法が政府内に広まった。 
３つの審査で用いられる安全保障合意は、併存しな

がら、各々の審査に合わせ異なる特徴を発達させた。 
 
5 考察―FCCを経由した普及経路の意味合い 
分析の結果、①DOD、②FCC、③CFIUSという安全

保障合意の普及経路が明らかになった。この３つの

審査は、ほぼ同じ時代に存在している。そのため、

①DODの安全保障合意は、同様に安全保障上の審査

である③CFIUSの審査に直接導入できるものの（①

→③）、実際には②FCCの審査を経由して波及した

（①→②→③）。この点から、安全保障上の規制手

法は、制度の類似性から自然と広がったものではな

く、専門性のある特定の行政官達の行動で、慣行化

したことが受け取れる。安全保障合意は、議会の関

与で生まれたものでもない、政府内部の行政官の自

助的な行動の積み重ねがもたらしたものだった。 

6 結果―行政官による政府内イニシアチブ 
本研究では３つの異なる規制の審査データを組

み合わせ、米国の安全保障分野の規制手法「安全保

障合意」の創造過程を捉えてきた。その結果、①DOD、

②FCC、③CFIUSという安全保障合意の普及経路か

ら、国際的な影響力を持つこの規制文化は、専門性

や経験のある行政官の行動により、偶発的に米国政

府内で形成されていたことが明らかとなった。 
本研究の①学術的貢献は、機微性の高い安全保障

分野の事例研究として、制度の文化的規範の分析に

政治学の手法を援用する有用性を示した点である。

②社会的貢献は、米国の事例を通じ安全保障に関す

る規制手法の確立を促す要因として、行政官の専門

性の重要性を示した点にある。 
一方で、本研究が用いた分析は、３つの審査デー

タに限定したものであり、今後、データの量と質を

向上させることが課題となる。分析対象となる審査

を広げ、米国政府の安全保障分野における制度運用

の実態をより把握することが展望となる。 
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